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可
決
し
た�

　
議
案
の
内
容�
可
決
し
た�

　
議
案
の
内
容�

町
田
市
フ
ォ
ト
サ
ロ
ン
条
例

の
全
部
を
改
正
す
る
条
例

　

芸
術
写
真
の
展
示
を
目
的
と
し

た
施
設
か
ら
、
主
に
市
民
が
撮
影

し
た
写
真
等
の
発
表
の
場
を
提
供

す
る
施
設
へ
と
運
営
方
針
を
変
更

す
る
と
と
も
に
、
施
設
の
利
用
料

金
を
指
定
管
理
者
の
収
入
に
す
る

た
め
、
条
例
の
全
部
を
改
正
す
る

も
の
で
平
成
二
一
年
四
月
一
日
か

ら
施
行
さ
れ
ま
す
。

町
田
市
子
ど
も
セ
ン
タ
ー
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

町
田
市
相
原
町
に
子
ど
も
セ
ン

タ
ー
を
新
設
す
る
た
め
、
所
要
の

改
正
を
す
る
も
の
で
公
布
の
日
か

ら
起
算
し
て
四
月
を
超
え
な
い
範

囲
内
に
お
い
て
規
則
で
定
め
る
日

か
ら
施
行
さ
れ
ま
す
。

　

平
成
二
〇
年
第
四
回
定
例
会
に

は
七
件
の
請
願
が
提
出
さ
れ
、
継

続
審
査
と
な
っ
て
い
た
一
件
と
あ

わ
せ
て
審
査
を
行
い
ま
し
た
。
結

果
、
五
件
が
採
択
、
二
件
が
不
採

択
、
一
件
が
継
続
審
査
と
な
り
ま

し
た
。

　

詳
細
は
次
の
と
お
り
で
す
。

請
願
の

請
願
の

審
査
状
況

審
査
状
況

請請
願願
のの
処処
理理
経経
過過

及及
びび
結結
果果
報報
告告

継　

続　

審　

査

採　
　
　

択

◎
消
費
者
行
政
の
体
制
・
人
員
・

予
算
の
抜
本
的
拡
充
を
求
め
る
こ

と
に
関
す
る
請
願

◎
東
京
電
子
自
治
体
共
同
運
営
に

お
け
る
入
札
参
加
資
格
申
請
の
代

理
申
請
シ
ス
テ
ム
の
構
築
及
び
行

政
書
士
用
電
子
証
明
書
を
使
用
可

能
と
す
る
シ
ス
テ
ム
の
改
築
に
関

し
、
東
京
電
子
自
治
体
共
同
運
営

協
議
会
に
対
し
、
町
田
市
よ
り
要

望
を
求
め
る
請
願　
　
　

◎
町
田
市
内
在
住
の
私
立
小
・
中

学
校
生
の
保
護
者
に
対
す
る
補
助

金
制
度
の
復
活
に
つ
い
て
の
請
願

◎
片
所
谷
戸
の
自
然
を
保
護
し
、

緑
豊
か
な
環
境
づ
く
り
を
求
め
る

請
願　
　
　

◎
認
可
外
保
育
施
設
を
利
用
す
る

保
護
者
と
そ
の
乳
幼
児
（
待
機
児
）

に
対
し
て
保
育
料
負
担
軽
減
補
助

金
を
公
平
に
給
付
す
る
こ
と
を
求

め
る
請
願　

　

平
成
二
〇
年
第
三
回
定
例
会
に

お
い
て
採
択
さ
れ
た
請
願
に
つ
い

て
、
市
長
か
ら
処
理
経
過
及
び
結

果
に
つ
い
て
報
告
が
あ
り
ま
し
た
。

学
童
保
育
ク
ラ
ブ
の
充
実
を

求
め
る
請
願

　

学
童
保
育
ク
ラ
ブ
の
入
会
児
童

数
は
、
条
例
に
よ
り
定
員
を
定
め

て
い
る
と
こ
ろ
で
す
が
、
入
会
希

望
者
が
増
加
し
、
待
機
児
童
が
多

数
生
ず
る
こ
と
か
ら
、
現
在
、
一

定
期
間
内
の
申
請
に
対
し
て
入
会

要
件
を
満
た
し
て
い
る
場
合
は
、

定
員
を
超
え
て
の
入
会
を
承
認
し

て
お
り
ま
す
。

　

今
後
は
、
請
願
の
趣
旨
を
踏
ま

え
、
国
の
「
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
を
参
考
に
、
適

正
規
模
で
の
運
営
と
な
る
よ
う
教

育
委
員
会
と
調
整
を
図
り
、
施
設

の
改
修
・
増
築
に
よ
り
状
況
に
応

じ
て
分
割
で
き
る
よ
う
努
め
て
ま

い
り
ま
す
。

請願の出し方
①　市・国等への要望を文書で提出してください。（請願の件名・
要旨・理由などを簡潔に書いてください。）
②　請願者の住所（法人・団体の場合は、所在地及び法人・団体の
名称）を記入し、請願者（法人・団体の場合は、代表者）が署名、
または記名押印（ゴム印、パソコン等で記入した場合は押印）を
してください。
　※　請願者が２名以上のときは、外何人と記入し、その方たちが、
上記と同じ方法で記入した署名簿を添付してください。
③　請願書の表紙に、１名以上の紹介議員（市議会議員）の署名ま
たは記名押印をしてもらい、議会事務局議事係へ提出してくださ
い。
※様式は次のものを参考にしてください。請願書の用紙は、議会
事務局で必要な方にお渡ししていますので、遠慮なくお申し出
ください。

＊　請願はいつでも受け付けます。　　　　　　　　　　　　　　
　定例会の開催される月（３、６、９、１２月）の５日の午後５時
までに提出された請願は、その定例会の会期中に審査されます。
（５日が土曜日の時は７日の午後５時、日曜日または休日の時は
６日の午後５時までとなります。）

請願者の代表者の氏名・住所等の公表 
　　提出された請願書の記載事項で、請願者（２人以上で提出の場
合は代表者のみ）の住所・氏名・団体名は、公表されますので、
予めご了承ください。 
（請願・陳情文書表、町田市議会会議録、町田市議会ホームペー
ジの会議録の検索等で公表されます。）
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町
田
市
青
少
年
施
設
ひ
な
た

村
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例

　

新
た
な
施
設
案
内
予
約
シ
ス
テ

ム
の
導
入
に
伴
い
、
施
設
使
用
料

の
使
用
単
位
を
改
め
る
必
要
が
あ

る
た
め
、
所
要
の
改
正
を
す
る
も

の
で
平
成
二
一
年
三
月
一
日
か
ら

施
行
さ
れ
ま
す
。

町
田
市
財
団
法
人
に
対
す
る

助
成
等
に
関
す
る
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例

　

公
益
法
人
制
度
改
革
に
伴
い
、

財
団
法
人
に
係
る
法
令
が
制
定
及

び
改
正
さ
れ
た
た
め
、
所
要
の
改

正
を
す
る
も
の
で
す
。
公
布
の
日

か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
町
田
市

一
般
財
団
法
人
に
対
す
る
助
成
等

に
関
す
る
条
例
の
規
定
は
、
平
成

二
〇
年
一
二
月
一
日
か
ら
適
用
さ

れ
ま
し
た
。

町
田
市
産
業
振
興
基
本
条
例

　

町
田
市
の
産
業
の
持
続
的
な
発

展
を
目
指
し
、
産
業
振
興
の
基
本

と
な
る
条
例
を
制
定
す
る
も
の
で

平
成
二
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

さ
れ
ま
す
。

◎
町
田
市
の
介
護
保
険
料
の
引
下

げ
を
求
め
る
請
願 

不　
　

採　
　

択

◎
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
廃
止

を
求
め
る
意
見
書
の
国
へ
の
提
出

を
求
め
る
請
願　
　
　

◎
消
費
税
を
増
税
し
な
い
こ
と
を

求
め
る
意
見
書
の
国
へ
の
提
出
を

求
め
る
請
願　

「
忠
生
地
区
子
ど
も
セ
ン

タ
ー
」
早
期
の
建
設
を
求
め

る
請
願　

　

子
ど
も
セ
ン
タ
ー
に
つ
き
ま
し

て
は
、
市
内
五
地
域
に
計
画
的
に

設
置
す
る
よ
う
、
建
設
を
進
め
て

お
り
ま
す
。

　

忠
生
地
区
に
つ
き
ま
し
て
は
、

地
域
の
六
つ
の
青
少
年
健
全
育
成

地
区
委
員
会
が
中
心
と
な
っ
て

「
忠
生
子
ど
も
セ
ン
タ
ー
建
設
準

備
委
員
会
」
が
発
足
し
て
お
り
ま

す
の
で
、
今
後
は
、
請
願
の
趣
旨

を
踏
ま
え
て
、
子
ど
も
セ
ン
タ
ー

建
設
に
向
け
た
候
補
地
を
定
め
、

基
本
構
想
に
つ
い
て
予
算
化
す
る

な
ど
計
画
が
具
体
化
す
る
よ
う
努

め
て
ま
い
り
ま
す
。

防
災
市
民
組
織
の
可
搬
型
小

型
ポ
ン
プ
の
整
備
に
関
す
る

請
願

一
�
自
主
防
災
組
織
が
軽
可
搬
ポ

　

ン
プ
を
使
用
す
る
こ
と
に
つ
い

　

て
は
、
こ
れ
ま
で
の
実
績
が
な

　

い
こ
と
か
ら
、
請
願
が
あ
っ
た

　

野
津
田
町
内
会
並
木
地
区
自
主

　

防
災
会
に
対
し
、
七
月
一
六
日

　

に
市
が
保
有
す
る
軽
可
搬
ポ
ン

　

プ
を
貸
し
出
し
、
実
際
の
活
動

　

が
可
能
か
ど
う
か
、
期
限
（
平

　

成
二
一
年
三
月
末
）
を
設
け
確

　

認
す
る
こ
と
と
い
た
し
ま
し
た
。

二
�
貸
し
出
し
に
あ
た
り
、
野
津

　

田
町
内
会
並
木
地
区
自
主
防
災

　

会
に
対
し
市
民
に
よ
る
自
主
防

　

災
組
織
の
活
動
で
あ
る
こ
と
が

　

明
確
に
な
る
よ
う
次
の
書
類
を

　

提
出
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

（
一
）
軽
可
搬
ポ
ン
プ
等
利
用
申

　
　
　

請
書　

（
二
）
自
主
防
災
組
織
に
お
け
る

　
　
　

可
搬
ポ
ン
プ
隊
の
位
置
づ

　
　
　

け
及
び
編
成
表

（
三
）
活
動
計
画

三
�
町
田
消
防
署
に
対
し
て
は
、

　

市
民
が
可
搬
ポ
ン
プ
を
操
作
す

　

る
こ
と
か
ら
、
七
月
一
八
日
に

　

文
書
に
て
、
自
主
防
災
組
織
が

　

取
り
扱
う
軽
可
搬
ポ
ン
プ
に
対

　

す
る
指
導
に
つ
い
て
の
協
力
を

　

お
願
い
し
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ

　

り
、
軽
可
搬
ポ
ン
プ
の
放
水
訓

　

練
を
実
施
す
る
際
に
は
、
消
防

　

署
の
指
導
を
頂
い
て
お
り
ま
す
。

四
�
現
在
の
と
こ
ろ
、
自
主
防
災

　

組
織
は
提
出
の
あ
っ
た
活
動
計

　

画
の
と
お
り
、
毎
月
の
点
検
、

....

　

二
カ
月
に
一
度
の
放
水
訓
練
を

　

行
な
っ
て
お
り
ま
す
。

五
�
自
主
防
災
組
織
が
行
う
軽
可

　

搬
ポ
ン
プ
の
活
動
に
つ
い
て
、

　

震
災
時
の
消
火
体
制
や
役
割
分

　

担
な
ど
に
つ
い
て
、
消
防
署
、

　

消
防
団
、
町
田
市
の
三
者
に
お

　

い
て
検
討
会
を
開
催
す
る
予
定

　

で
す
。

六
�
自
主
防
災
組
織
が
行
う
軽
可

　

搬
ポ
ン
プ
の
活
動
に
つ
い
て
、

　

前
記
の
検
討
会
な
ど
の
結
果
を

　

踏
ま
え
、
さ
ら
に
野
津
田
町
内

　

会
並
木
地
区
自
主
防
災
会
へ
の

　

貸
し
出
し
期
限
終
了
後
、
活
動

　

結
果
を
確
認
す
る
と
と
も
に
ヒ

　

ア
リ
ン
グ
等
を
行
い
、
町
田
市

　

と
し
て
の
方
向
性
を
検
討
し
て

　

ま
い
り
ま
す
。

七
�
今
回
の
請
願
に
伴
い
、
一
〇

　

月
四
日
に
町
田
市
町
内
会
・
自

　

治
会
連
合
会
に
対
し
て
は
、
野

　

津
田
町
内
会
並
木
地
区
自
主
防

　

災
会
へ
の
軽
可
搬
ポ
ン
プ
一
式

...

　

を
貸
し
出
し
、
今
後
の
自
主
防

　

災
組
織
へ
の
対
応
に
つ
い
て
検

　

討
を
行
っ
て
い
る
旨
の
情
報
提

　

供
を
行
い
ま
し
た
。

八
�
一
〇
月
二
一
日
に
開
催
さ
れ

　

た
町
田
市
消
防
団
本
部
会
議
に

　

お
い
て
、
自
主
防
災
組
織
へ
の

　

指
導
等
に
つ
い
て
検
討
を
依
頼

　

い
た
し
ま
し
た
。

九
�
二
〇
〇
九
年
度
に
軽
可
搬
ポ

　

ン
プ
一
式
に
つ
い
て
の
整
備
が

　

行
え
る
よ
う
に
努
力
し
て
ま
い

　

り
ま
す
。

..

町
田
市
障
が
い
福
祉
事
業
計

画
の
早
急
な
具
体
化
を
求
め

る
請
願　

請
願
項
目
（
五
）
重
度
障
が
い
者

　
　

の
新
た
な
日
中
活
動
の
場
を

　
　

確
保
す
る
た
め
に
、
開
設
支

　
　

援
策
を
講
じ
て
く
だ
さ
い
。

請
願
項
目
（
六
）
レ
ス
パ
イ
ト
事

　
　

業
を
制
度
化
す
る
た
め
に
、

　
　

日
中
一
時
支
援
を
具
体
化
し

　
　

て
く
だ
さ
い
。

　

右
記
二
項
目
に
つ
き
ま
し
て
は
、

具
体
化
に
向
け
て
、
現
在
検
討
を

進
め
て
お
り
ま
す
。

　

そ
の
他
の
請
願
項
目
に
つ
き
ま

し
て
は
、
国
や
東
京
都
へ
の
要
望

や
協
議
、
事
業
者
と
の
調
整
や
協

議
を
必
要
と
す
る
内
容
も
あ
り
、

現
時
点
で
具
体
化
に
つ
い
て
の
回

答
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
今
後
も
努

力
を
し
て
ま
い
り
ま
す
。

「
指
定
管
理
者
選
定
に
つ
い

て
は
児
童
・
保
護
者
の
意
見

が
反
映
さ
れ
る
事
」
を
求
め

る
請
願

　

本
年
度
よ
り
、
「
町
田
市
公
の

施
設
の
指
定
管
理
者
制
度
の
基
本

的
方
針
」
の
見
直
し
が
あ
り
、
新

た
な
方
針
に
沿
っ
て
指
定
管
理
者

制
度
の
運
用
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。

　

指
定
管
理
者
に
つ
き
ま
し
て
は
、

す
べ
て
の
応
募
団
体
に
公
平
、
公

正
と
な
る
よ
う
、
新
た
に
指
定
管

理
者
制
度
を
導
入
す
る
施
設
、
及

び
指
定
期
間
が
終
了
す
る
施
設
と

も
公
募
に
よ
り
募
集
を
行
い
、
有

識
者
で
構
成
す
る
町
田
市
指
定
管

理
者
の
候
補
者
選
考
及
び
評
価
委

員
会
に
よ
る
採
点
結
果
を
参
考
に

選
定
し
て
お
り
ま
す
。
な
お
、
選

定
基
準
表
の
策
定
に
当
た
り
ま
し

て
は
、
提
案
金
額
だ
け
で
な
く
学

童
保
育
ク
ラ
ブ
事
業
の
特
性
に
応

じ
て
、
評
価
項
目
を
定
め
て
お
り

ま
す
。

　

従
い
ま
し
て
、
指
定
管
理
者
候

補
者
の
選
定
に
当
た
り
、
児
童
・

保
護
者
の
ご
意
見
を
直
接
反
映
す

る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
望
ま

れ
る
学
童
保
育
ク
ラ
ブ
の
運
営
管

理
が
実
現
で
き
る
よ
う
、
請
願
の

趣
旨
を
踏
ま
え
、
指
定
管
理
者
と

の
協
定
後
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
に
利

用
者
ア
ン
ケ
ー
ト
等
を
実
施
し
、

再
募
集
す
る
際
の
募
集
要
項
、
仕

様
書
に
さ
ら
に
反
映
し
て
ま
い
り

ま
す
。


